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東北運輸局マスコット
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公 示

公示第１６６号　

平成２０年３月１３日

　　東北運輸局長　　内藤　政彦

　　附則
　　　この公示は、平成２０年４月１日以降に受理する申請から適用する。

公　　　　　　示

　海上運送法第４条第６号及び行政手続法第５条に基づき、指定区間に係るサ
    ービス基準を別紙のとおり改正したので公示する。

　海上運送法第２条第１１項の指定区間に係る
サービス基準の改正について　　　　　　
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別　紙　 

１．番号
　　 　８
２．名称
　　　 出島
３．指定区間に係るサービス基準

運航
日程

運航回数 始終発時刻
各運航ごとの最低輸

送能力

１．番号
　　 　９
２．名称
　　　 江島
３．指定区間に係るサービス基準

運航
日程

運航回数 始終発時刻
各運航ごとの最低輸

送能力

指定区間に係るサービス基準

関係
都道府県

二　地　点　間

サービス基準

関係
都道府県

二　地　点　間

サービス基準

宮城県 出島漁港と女川港又は尾浦漁港と
の間

宮城県 江島漁港と女川港との間 毎日 １日３往復  始発（女川港着）
 　08:00以前
 　11月～3月は
 　09:00以前
 終発（女川港発）
 　15:30以後

 旅客　　５０人

使用船舶の検査･修繕のための運休時は適用しない

 旅客　　 ５０人
(使用船舶の検査･修
繕のための運休時は
適用しない)

１日５往復

寺間漁港と女川港又は尾浦漁港と
の間

 始発（女川港又は
尾浦漁港着）
 　07:30以前
 終発（女川港又は
尾浦漁港発）
 　17:30以後

使用船舶の検査･修繕のための運休時は
適用しない

毎日

１日３往復  始発（女川港又は
尾浦漁港着）
 　09:00以前
 終発（女川港又は
尾浦漁港発）
 　16:00以後

使用船舶の検査･修繕のための運休時は
適用しない

毎日
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許 認 可 申 請

   道路運送法施行規則第５５条の規定により、次のとおり公示する。
　 なお、利害関係人で道路運送法第８９条第２項の規定により意見の聴取の申請をしようとするものは、同法施行規則第５７条の規定に基づく
 申請書をこの公示の日から１０日以内に当局自動車交通部に提出すること。

平成20年3月21日

                         東北運輸局長　　内藤　政彦

（公示番号第１６８号）

事案の種類：一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可申請

事案番号 申 請 者 申請 年 月日 事 案 の 概 要 関 係 営 業 区 域 備 考

運賃及び料金の変更認可申請
○妊婦割引・・・・・妊婦が母子手帳を提示した場
　　　　　　　　　　合１割引。
○育児支援割引・・・事前に登録した小学生が、大
　　　　　　　　　　人を同伴せず小学生のみで乗
　　　　　　　　　　車した場合１割引。

公    示

２０．　３．　４
１９旅二第
１８９７号

有限会社第一タクシーサービス
代表取締役　中嶋日吉

大館市

自動車交通部旅客第二課

申 請 者 申請年月日 営業区域 営 業 所 の 名 称 及 び 位 置 配 置 車 両 備 考

株式会社　なみえタクシー
代表取締役　榊原　義秀

H20.2.8双葉郡

本社営業所
福島県双葉郡浪江町大字権現堂字
下蔵役目３－２
双葉営業所
福島県双葉郡双葉町大字長塚字鬼
木３４、３７－１

特大　３両
小型　７両

◆一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請状況

許認可等事項

東北運輸局自動車交通部旅客第一課
申 請 者 許可年月日 路 線 又 は 営 業 区 域 運 行 系 統 又 は 運 行 区 間 備 考

(有)阿仁タクシー H20.3.12（区域運行） 阿仁合駅～阿仁スキー場

代表取締役　福嶋　晴 秋田県北秋田市阿仁地区 阿仁マタギ駅～安の滝入口

打当温泉～安の滝入口

(有)シュガーソーイング H20.3.14（路線定期運行） 川俣町代替バス

代表取締役　佐藤　貞治 福島県伊達郡川俣町大字飯坂字八反田４番地先　から 川高前～山木屋線（１９．６ｋｍ）

福島県伊達郡川俣町字中道１５－３先　まで　（０．５２ｋｍ）

福島県伊達郡川俣町字中道１５－３先　から

福島県伊達郡川俣町字新中町１－１先　まで　（２．０６ｋｍ）

福島県伊達郡川俣町字新中町１－１先　から

福島県伊達郡川俣町字川原田１０－２先　まで　（０．３８ｋｍ）

福島県伊達郡川俣町字川原田１０－２先　から

福島県伊達郡川俣町大字山木屋字広久保山２０－４先　まで　（１６．６４ｋｍ）

◆一般乗合旅客自動車運送事業経営許可状況
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東北運輸局自動車交通部旅客第一課

申 請 者 許可年月日 営 業 区 域 需 要 者 旅 客 の 範 囲 配 置 車 両 備 考

郡山運送(株)
代表取締役　永山　忍

H20.3.11 福島県 株式会社　福島中央テレビ
株式会社　福島中央テレビの従業員及び同
会社への訪問者に限る。

小型　1両

◆特定旅客自動車運送事業経営許可状況

自動車交通部貨物課

申請者 登録年月日
利用運送の区
域又は区間

営業所の名称及び位置

株式会社青葉冷凍 本社営業所

代表取締役　菅原　健一 宮城県仙台市若林区卸町東5丁目5番5号

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

備　　考

H20.2.27
東北運輸局管内

発着

自動車交通部貨物課

申請者 許可年月日
事業
種別

営業所の名称及び位置 配置車輌数 備考

但野　慎一 コスモス急便営業所 普通車

　 福島県南相馬市鹿島区橲原字地蔵前１０５－１２ 5

ドリームインターナショナル  株式会社 本社営業所 普通車

代表取締役　榎森　潔 福島県いわき市小名浜吹松８－５ 5 　

川島　信雄 本店営業所 普通車
福島県会津若松市真宮新町北４丁目３６．３７ 5

安保　敦子 本店営業所 霊きゅう車

　 秋田県山本郡藤里町藤琴字家の後３４－２ 1 　

Ｋ・Ｓテック　株式会社 本社営業所 普通車

発起人　菅野　富雄 岩手県北上市二子町築舘１４－１４ 5

株式会社　大山組 本社営業所 普通車

代表取締役　大山　清喜 福島県郡山市田村町細田三舛蒔１８１－２ 6

東北いづみ運輸 株式会社 本社営業所 普通車

代表取締役　下田　基行 宮城県仙台市若林区卸町東４丁目４－９ 14

株式会社　平山工務所 本社営業所 普通車

代表取締役　平山　賢一 福島県大沼郡会津美里町米田字吹上下甲５０５－３ 5

馬上　清 本店営業所 普通車
福島県いわき市泉町下川字宿ノ川２２ 5

株式会社　アルス 本社営業所 普通車

代表取締役　跡部　洋子 宮城県黒川郡大衡村駒場字下山２４－３ 5

鈴木　定 本店営業所 普通車

　 福島県双葉郡浪江町室原字下太夫内４６－１ 2

株式会社　清掃テクノサービス 本社営業所 普通車

代表取締役　工藤　義弘 青森県八戸市城下４丁目１２－５ 5

平成20年1月30日 一般

平成20年2月27日 一般

平成20年2月27日 一般

平成20年2月27日 一般

平成20年2月27日 一般

一般
(霊きゅう)

平成20年2月27日

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

平成20年2月27日 一般

一般平成20年2月27日

平成20年2月27日 一般

平成20年2月27日 一般

平成20年2月27日 一般

平成20年2月27日 一般
(一般廃棄物)
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行 政 処 分

◆貨物自動車運送事業者に対する行政処分等

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

株式会社　新盛建設運輸 輸送施設の

盛田　英世 使用停止　

丸武運輸　有限会社 輸送施設の

伝法　俊一 使用停止　

有限会社　小松運送 輸送施設の

小山田　健一 使用停止　

株式会社　タケナカ 輸送施設の

小野　　均 使用停止　

有限会社　日興 輸送施設の

武子　克見 使用停止　

山建運輸　株式会社 輸送施設の

山崎　治喜 使用停止　

喜美運送株式会社 輸送施設の

菅野　喜春 使用停止　

H20.3.5 1 30 3福島 一般 本社営業所 過積載による運送

H20.3.5 1 30 3青森 一般 本社営業所 過積載による運送

H20.3.5 1 20 2青森 一般 本社営業所 過積載による運送

H20.3.5 1 10 1青森 一般 本社営業所 過積載による運送

H20.3.5 1 10 1青森 特定 本社営業所 過積載による運送

H20.3.5 1 30 3青森 一般 本社営業所 過積載による運送

自 動 車 交 通 部 自 動 車 監 査 官
処 分 内 容

青森 一般 H20.3.5過積載による運送 1

処 分 理 由
対象営業所

10 1本社営業所

県別 業種
事 業 者

◆索道事業の許可の取消

り消す。

事業者名及び代表者名並びに住所 許可を取り消す索道事業等 処分年月日及び番号
有限会社北都開発 蔵王刈田岳お釜リフト 平成20年3月12日
　代表取締役　佐藤要作 　東鉄技第２４０号
山形県山形市北町１丁目７番２号 事業の休止・廃止届出違反

（鉄道事業法第３７条違反）

赤面山総合開発株式会社 白河高原スキー場第１クワッドリフト 平成20年3月12日
　代表取締役　片野仁 白河高原スキー場第２ペアリフト 　東鉄技第２４２号
福島県西白河郡西郷村大字小田倉 白河高原スキー場第３ペアリフトＡ線

字南大窪１９番地１１先赤面山国有林 白河高原スキー場第３ペアリフトＢ線

白河高原スキー場第４ペアリフト

事業の休止・廃止届出違反

（鉄道事業法第３７条違反）

鉄道部技術課

　鉄道事業法第３８条において準用する同法第３０条の規定により、下記の索道事業の許可を取

記


